
[bookmark: _GoBack]2021年5月より「主任相談支援専門員配置加算」対象事業所となります。


2021年5月より「主任相談支援員専門員配置加算」対象事業所となりますので
公表いたします。

「主任相談支援員専門員配置加算」対象事業所として、2020年度に実施された
「主任相談支援専門員研修」を修了した専門的な知識及び支援技術を持つ主任相談支援専門員を配置しています。

　引き続き、関係する研修を受講し、地域づくり、人材育成、困難事例への対抗など地域の中核的な役割を担えるよう努めてまいります。
